
 

通所介護サービスにかかる重要事項説明書 
 

１．事業の目的と運営方針 

（目的） 

組合員とその家族および地域住民に、介護サービスを提供することにより、安心して生活

できる地域づくりをすすめることを目的とする。 

（方針） 

○組合員とその家族および地域住民が要介護状態になった場合においても、可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、必

要な日常生活の世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維

持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 

○利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

○地域福祉の向上のため、市町、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他保

健・医療機関等と密接に連携する。 

 

２．事業者 

事 業 者 名 称  はが野農業協同組合 

代 表 者 氏 名  代表理事組合長 渡辺 栄 

所 在 地  栃木県真岡市八条９５番地 

 

３．ご利用者事業所 

 事業所の名称  ＪＡはが野デイサービスセンターすこやか市貝 

介護保険事業所番号 ０９７２７００２６４号 

 住所 栃木県芳賀郡市貝町市塙 １７６９―３ 

 管理者・連絡電話番号  長嶋 江久子 電話番号 ０２８５―６７－１１６０ 
 サービス提供地域  真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 

 

４．ご利用事業所の職員体制等 
職  種 人  員 

管理者（生活相談員兼務）      常勤１名 

生活相談員       常勤２名 

看護職員   常勤、非常勤合計２名以上 

機能訓練指導員（看護職員兼務）   常勤、非常勤合計２名以上 

介護職員   常勤、非常勤合計４名以上 

 
５．営業日・営業時間 
 営業日・営業時間は下記の通りです。但し、本組合が特別に定めた場合はこの限りではありません。 

営業日 月曜日 ～ 土曜日 営業時間 ８：３０～１７：００ 

 

６．サービス利用基本料金および利用者負担 
 利用者負担金は、市町村より交付される「介護保険負担割合証」に基づき、介護保険関係法令で定

める次の介護給付費の１割・２割・３割を負担していただきます。なお、実際の利用者負担金の算出

は１か月のサービス合計単位数により計算します。 



（１）通所介護費 

 

（２）加算料金 

要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の費用について 

① 食事代 １日６９０円（おやつ代を含む） 

② おむつ代 
紙おむつ代 １枚１００円  

尿取りパッド代 １枚５０円 

 ３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

１日 

当り 

要介護１ ３，７００円 ３，８８０円 ５，７００円 ５，８４０円 ６，５８０円 ６，６９０円 

要介護２ ４，２３０円 ４，４４０円 ６，７３０円 ６，８９０円 ７，７７０円 ７，９１０円 

要介護３ ４，７９０円 ５，０２０円 ７，７７０円 ７，９６０円 ９，０００円 ９，１５０円 

要介護４ ５，３３０円 ５，６００円 ８，８００円 ９，０１０円 １０，２３０円 １０，４１０円 

要介護５ ５，８８０円 ６，１７０円 ９，８４０円 １０，０８０円 １１，４８０円 １１，６８０円 

算定 加算 利用料 算定回数等 

☑ 入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 １日につき 

□ 入浴介助加算(Ⅱ) ５５０円 １日につき 

☑ 中重度者ケア体制加算 ４５０円 １日につき 

☑ 科学的介護推進体制加算 ４００円 １月につき 

☑ 送迎減算 △４７０円（片道） 送迎を行わない場合 

☑ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ５６０円 
機能訓練を実施した日数 

□ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ ７７０円 

□ 個別機能訓練加算（Ⅱ） ２００円 １月につき 

□ ADL 維持等加算（Ⅰ） ３００円 １月につき 

□ ADL 維持等加算（Ⅱ） ６００円 １月につき 

□ 認知症加算 ６００円 １日につき 

□ 若年性認知症受入加算 ６００円 １日につき 

□ 栄養アセスメント加算 ５００円 １月につき 

□ 栄養改善加算 ２，０００円 
３月以内の期間に限り 

１月に２回を限度 

□ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ２００円 
１回につき 

□ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５０円 

□ 口腔機能向上加算(Ⅰ) １，５００円 ３月以内の期間に限り 

１月に２回を限度 □ 口腔機能向上加算(Ⅱ) １，６００円 

☑ サービス提供体制強化加算(Ⅰ） ２２０円 

１日につき □ サービス提供体制強化加算(Ⅱ） １８０円 

□  サービス提供体制強化加算(Ⅲ） ６０円 

☑ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数の 

９２/１０００ 

基本サービス費に各種加

算減算を加えた総単位数

（所定単位数） 



③ 送迎費  実施区域を越えて送迎を行う場合、片道１０キロ以上２００円 

④  キャンセル料 

キャンセル料は次の通りといたします。ただし、利用者の容態の急変など、

緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。キャンセル

する場合の連絡先は、すこやか市貝 電話番号０２８５－６７－１１６０ 

までお願いします。 

サービス利用の前日まで キャンセル料はかかりません。 

サービス利用の当日の 

午前８時３０分以降 

９９０円 

（キャンセル料３００円・食事代６９０円） 

 

（４）介護保険給付限度額超過の場合 

  要介護度別に定められている介護保険給付限度額を超過するサービス提供分については、超過分

につき全額自己負担となります。 

 

（５）利用者負担金等の支払 

 月末締切の翌月  日（ただし、 日が休日の場合は翌営業日とする）とし、原則として、契約者

（または代理人）名義の金融機関口座振替（振替依頼書に基づく）で処理させていただきます。やむ

をえず認定前にサービスを受けた場合など「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料の

金額を事業者に支払い、利用者はその後市町村から保険給付分（９割又は８割、７割）をうけること

になります。 

サービス利用料金の支払いが３か月以上滞納し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、その期間

内に支払いがない場合には、未払い分をお支払いいただけるまで、デイサービスの利用は中止とさせ

ていただきますのでご注意ください。 

 

７．通所介護計画の作成とサービス記録 

（１）事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護計画を作成し、その内

容について利用者又はその家族等に対して説明し、合意を得ます。 

（２）事業者は、通所介護計画の作成後、実施状況の把握を行い、利用者又は家族等と合意の上、必

要に応じて計画の変更を行います。 

 

８．衛生管理等 

（１）指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

事業所において感染症が発生又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね半年

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 長嶋 江久子 



（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹

底を図ります。 

（３） 虐待防止のための指針の整備をします。 

（４） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（５） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報します。 

 

１０．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者

に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあり

ます。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び対応等についての記録を行います。また事業者

として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（１） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及 

ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを 

予防することができない場合に限ります。 

（３） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、 

直ちに身体拘束を解きます。 

 

１１．個人情報保護・守秘義務 

 サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する個人情報については、利用者の生

命・身体等に危機がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後も第三者に漏

らしません。ただし、あらかじめ文章により利用者又はその家族等の同意を得た場合は、一定の条件

のもとで個人情報を利用できるものとします。 

 

１２．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施する

ため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該

業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１３．第三者評価の実施状況 

□ 実施している 

 【実施日：   年  月  日】 

 【評価機関名：                              】 

 【結果の開示状況：                            】 

☑ 実施していない 

 

１４．その他の事項 

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）利用者の方の処置に使用する物品（薬や処置する器材類）は、各自持参ください。 



（２）飲食物及び貴重品の持ち込みは衛生上及びトラブル防止のため、禁止させていただきます。 

（３）連絡帳には大切なお知らせを記入させていただいていることがありますので、目を通すように

お願いします。 

（４）急変時は、救急車の要請をさせていただきます。急変時の連絡先として、必ず連絡のつく電話

番号をお知らせください。 

（５）薬の変更があった際には、速やかにご連絡ください。 

（６）体調や容体の急変によりサービスを利用できなくなった時には、できる限り早めに担当の介護

支援専門員又は当事業所へご連絡ください。 

 

１５．苦情対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

デイサービス相談窓口 電話番号 ０２８５－６７－１１６０ 

対応者 小野寺 康代・橋本 文子 

市貝町介護保険係担当部署 電話番号 ０２８５－６８―１１１３ 

栃木県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０２８－６４３－５４００ 

 

１６．事故等緊急時の対応 

サービスの提供中に容態の急変・事故等が発生した場合は、主治医、救急、親族、居宅介護支援事

業者等へ連絡をいたします。 

 

１７．非常災害対策 

事業所は、非常災害に関する計画に基づき必要な訓練を行い、消防法上必要な設備を備えておりま

す。非常災害時に備えて、非常用食料・飲料水等の備蓄を実施しています。広域災害が発生した場合、

施設自体の損傷がない時は、センター内に留まっていることが十分予測されます。万一の災害発生時

の避難場所は下記のとおり指定されています。 

避難場所 「市貝町役場」 

 

 

 

 

 

 

 

 


